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2説明会の目的

 資源エネルギー庁の電力・ガス基本政策小委員会での審議結果を踏まえ、 インバラン
スの削減、公正かつ適正な市場価格の形成の観点から、FITインバランス特例制度①
（以下、「FIT特例①」という。）の運用方法の変更を行うことになりました。

 上記に伴う主な変更点は以下の３点です。
 太陽光・風力（以下、「自然変動電源」という。）の発電計画値が、一般送配電事業者
から小売電気事業者へ前日６時に再通知される運用に変更する。・・・第１部の資料参照

 小売電気事業者が、水力・地熱・バイオマス（以下、「非変動電源」という。）の発電計画
値の変更を求める場合、小売電気事業者は前日２時までに再提出する運用の明確化。

・・・第２部の資料参照

 小売電気事業者が、自然変動電源の発電計画値の内、自社需要を超過する分をスポット
取引市場へ最低価格で入札すると共に、翌日計画においては売れ残り量を控除した値で
電力広域的運営推進機関（以下、「広域機関」という。）へ提出する運用に変更する。

・・・第３部の資料参照

 本資料は、FIT特例①にて買取している（または買取を検討される）全ての小売電
気事業者さまに対し、2020年4月より開始される、FIT特例①の運用変更に伴う概
要と、計画の提出方法についてご説明するものです。
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（第１部）自然変動電源の発電計画値の
前日６時再通知について



5１．概要

 気象条件で出力が変動する太陽光や風力などの再エネ電源の導入拡大が進む中で、
再エネ電源の出力を予測する重要性が高まっています。

 このような中、FIT特例に由来する再エネ予測誤差に対応するための、費用負担の増
加が懸念されています。

 FIT特例①の自然変動電源の発電予測値は、前々日の気象予報等に基づき、
一般送配電事業者が予測しており、前々日の16時に小売電気事業者に通知され、
小売電気事業者はその値を用いて、計画を作成しています。

 この結果、前々日の予測値と当日の実績において大きな乖離が発生する可能性があり
ます。その乖離は最終的に、全て一般送配電事業者で調整することになり、その調整コ
ストは、託送料金を通じて事業者の皆様にも影響を与えることになります。



6１．概要

 以上の背景を踏まえて、2019年8月資源エネルギー庁の第20回電力・ガス基本政
策小委員会において、「FIT特例①の通知については、前々日16時に一度通知をし
た後に、前日6時に再通知し、小売電気事業者は前日6時の通知を計画に反映す
る」ことが定められました。

 そこで、FIT特例①にて買取している（または買取を検討される）全ての小売電気事
業者さまに対し、2020年4月より実施するFIT特例①の計画提出の運用変更につい
て定めましたので、ご説明いたします。



7参考
第18回 電力・ガス基本政策小委員会 資料



8参考

第20回 電力・ガス基本政策小委員会 資料



9２．計画提出

 2020年4月以降のFIT特例①の計画提出について
 変更点：自然変動電源について、一般送配電事業者が発電計画値を前日6時に

再通知する運用を追加

処理時間 処理手順 入力者
計画作成業務

自然変動電源 非変動電源

前々日
12時まで

ステータス１ 小売電気
事業者

・翌日計画のファイル作成
・BGコード、系統コード等の基
本情報の入力

・翌日計画のファイル作成
・BGコード、系統コード等の基
本情報の入力
・発電計画値の入力

前々日
16時まで

ステータス２ 一般送配
電事業者

・発電計画値の通知 ・発電計画値の妥当性確認

前日
6時まで

ステータス２ 一般送配
電事業者

・発電計画値の再通知 －

前日
12時まで

ステータス３ 小売電気
事業者

・発電計画値の展開
（部分買取、発電地点別の発
電計画値が必要な場合）
・販売計画の入力

・販売計画の入力



10２．計画提出

 2020年4月以降のFIT特例①の計画提出の業務フロー
 変更点：自然変動電源について、一般送配電事業者が発電計画値を前日6時に

再通知する運用を追加

前日６時以降に初めてステータス３
を提出する方法に変更する。
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前々日 前日

時間 12:00 16:00 6:00   10:00     12:00

小売電気事業者

一般送配電事業者

３．計画提出時の注意事項

 小売電気事業者は前日6時以降に、再通知されたステータス２の発電計画値で、
ステータス３を提出（※）してください。

（※）前々日16時～前日6時までのステータス３提出禁止時間帯にステータス３を提出した場合、
一般送配電事業者が前日6時にステータス２の再通知を適切に実施できません。

ステータス１
提出

ステータス２
再通知

ステータス２
通知

スポット市場
入札

ステータス３
提出

ステータス３提出禁止時間帯(※)

繰り返し前日6時以前にステータス３を提出した事業者に対しては、不適切な発電計画を提出したとみなし、当機関の業務規程に基づく
社名公表、指導・勧告等が行われる可能性がある旨申し添えます。
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前々日 前日

時間 12:00 16:00 6:00        10:00     12:00

小売電気事業者

一般送配電事業者

３．計画提出時の注意事項

 小売電気事業者は前日6時までに、一般送配電事業者からステータス２の再通知を
受信できなかった場合、前々日16時のステータス２の発電計画値で、ステータス３
を提出（※）してください。

（※）前日6時以降も一般送配電事業者の再通知を待つこととなると、小売電気事業者の
前日スポット取引市場入札等への作業時間が確保できない恐れがあるため。

ステータス１
提出

ステータス２
通知

スポット市場
入札

ステータス３
提出

前日6時までに再通知されない場合は
前々日16時のステータス２にて提出

ステータス２
再通知



13

（第２部）非変動電源の発電計画値の
変更について



14１．概要

 FIT特例①の自然変動電源の再通知を前日6時におこなうことと合わせて、FIT特例
①の非変動電源についても、インバランス削減の観点から、小売電気事業者が前々日
16時以降に、計画変更を求める場合には、一般送配電事業者は運用上可能な範囲
で、計画変更を受け付けます。

 FIT特例①にて買取している（または買取を検討される）全ての小売電気事業者さま
に対し、 2020年4月より実施するFIT特例①の非変動電源の計画変更を求める際の
運用の明確化について定めましたので、ご説明いたします。
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 自然変動電源の前日6時再通知との整合性を考慮し、小売電気事業者が非変動電
源の計画変更を求める場合は、小売電気事業者はステータス１を再提出し、一般送
配電事業者は前日6時までに計画の妥当性を確認してステータス２を提出し、小売電
気事業者は前日6時から前日12時までにステータス３を提出します。

 ここで、前々日通知において12時～16時の4時間を一般送配電事業者の処理時間
としていることを踏まえ、小売電気事業者が、前々日16時以降に非変動電源の計画
変更を求める場合、前日2時までにステータス１を再提出するものとします。

非変動電源の計画変更時の手順
＜変更手順＞
１．小売電気事業者は、発電計画値を変更し、前日2時までにステータス１を再提出
２．一般送配電事業者は前日6時までに計画の妥当性を確認して、ステータス２を

再提出
３．小売電気事業者は前日6時～前日１２時までにステータス３を提出

２．計画提出



16２．計画提出

 FIT特例①非変動電源の計画変更の業務フロー

非変動電源の発
電計画値を変更
した計画で再提出
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（第３部）自然変動電源の発電計画値の
変更について



18１．概要

 九州エリアにおいて、2019年春季までは再エネ抑制が実施される見込みがある場合
には、前々日16時の需給バランスにおける抑制量を予め控除して、抑制後のFIT特
例①の値にて配分を実施していました。

 その結果、前々日の気象予報に基づき予め再エネ抑制量を控除した後の発電量に
てスポット市場に入札するため、前々日から当日の気象予測誤差量によっては出力
抑制が行われるにも係わらず、エリアプライスが0.01円/kWh（現行のJEPXシステム
上の最低入札価格）まで下がりきらない事象が確認されました。

 そこで、2019年秋季から、再エネ抑制が発生する場合においても、FIT特例①の自
然変動電源を小売電気事業者へ全量配分する運用に統一しています。



19１．概要

 このため、出力抑制が予測される状況下では、小売電気事業者が自社需要を超える
分をスポット市場に0.01円/kWhで入札しても、売れ残る可能性が高く、供給力が過
大となります。
また、FIT特例①では自然変動電源の発電計画値は一般送配電事業者が通知
をおこなうため、小売電気事業者が発電計画値を変更することができず、計画内不一
致が発生してしまいます。

 以上の背景を踏まえて、2019年6月資源エネルギー庁の第19回電力・ガス基本政
策小委員会において、「小売電気事業者が、FIT特例①の自然変動電源の発電計
画値を、売れ残りを控除した計画に変更する」ことが定められました。
これに合わせて、広域機関システムでは、小売電気事業者がFIT特例①の発電計画
値を変更できるよう改修をおこないます。

 そこで、再エネ抑制が発生しているエリアに係わらずFIT特例①の自然変動電源
を買取している（または買取を検討される）全ての小売電気事業者
さまに対し、 2020年4月より実施するFIT特例①の計画提出の運用変更について
定めましたので、ご説明いたします。



20参考

第15回 電力・ガス基本政策小委員会 資料



21参考

第18回 電力・ガス基本政策小委員会 資料



22参考

第19回 電力・ガス基本政策小委員会 資料



23参考

第19回 電力・ガス基本政策小委員会 資料
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（余 白）



25２．計画提出
 2020年4月以降のFIT特例①の計画提出
 変更点
１．前日10時に自社需要を超える分をスポット市場に0.01円/kWhで売り入札
２．前日12時までにスポット市場の約定結果で売れ残った量をFIT特例①自然変動電源の

発電計画値から控除した上で、ステータス３を提出

処理時間 処理手順 入力者
計画作成業務

自然変動電源 非変動電源

前々日
12時まで

ステータス１ 小売電気
事業者

・翌日計画のファイル作成
・BGコード、系統コード等の
基本情報の入力

・翌日計画のファイル作成
・BGコード、系統コード等の
基本情報の入力
・発電計画値の入力

前々日
16時まで

ステータス２ 一般送配
電事業者

・発電計画値の入力 ・発電計画値の妥当性確認

前日
6時まで

ステータス２ 一般送配
電事業者

・発電計画値の再入力 －

前日
10時

スポット市場へ
の入札

小売電気
事業者

・自社需要を超える分を
スポット市場に売り入札

－

前日
12時まで

ステータス３ 小売電気
事業者

・スポット市場の売れ残りを
発電計画値から控除
・発電計画値の展開
（部分買取、発電地点別の
発電計画値が必要な場合）
・販売計画の入力

・販売計画の入力



26２．計画提出

 2020年4月以降のFIT特例①の計画提出の業務フロー



27３．発電計画値変更までの手順

 小売電気事業者は、前日６時のステータス２のFIT特例①の自然変動電源の発電
計画を元に、発電計画を作成してください。

 需要計画を上回るFIT特例①の自然変動電源の発電計画については、スポット市場
に0.01円/kWhで入札してください。

火力等
従来電源

自然変動
電源

自社需要

火力等
従来電源

自然変動
電源

自社需要

スポット約定量
0.01円/kWhで入札

売れ残り



28３．発電計画値変更までの手順

火力等
従来電源

自然変動
電源

自社需要

スポット約定量

売れ残り

 入札した結果部分約定となり、売れ残った量については、売れ残り量をFIT特例①の
自然変動電源の発電計画から控除して計画を作成してください。

火力等
従来電源

自然変動
電源

自社需要

スポット約定量

売れ残り
分を控除



29４．具体的な発電計画値の変更方法

 前日6時にステータス２で通知されたFIT特例①の発電販売計画において
12:00～12:30のコマにて、600kWh売れ残りが生じた場合を考えます。

 自然変動電源：4000kWh 需要：3000kWh
の場合、スポット市場に0.01円/kWhで入札する量は4000-3000=1000kWh
入札の結果、400kWhが約定し、600kWhが売れ残ったとします。

変更前のFIT特例①の発電販売計画（前日6時ステータス２での通告値）



30４．具体的な発電計画値の変更方法

 売れ残った600kWhを自然変動電源から控除します

 下記の「発電計画BG計」、「発電計画」、「発電上限」、「発電下限」、「変更」を
それぞれ変更してください。
※入力支援ツールの場合、「発電計画BG計」は「発電計画」を変更すると自動で変更されます

 変更後、ステータス３を提出してください

変更後のFIT特例①の発電販売計画（ステータス３で提出する値）



31運用切替までのスケジュール

 第１部～第３部までの運用切替は、2020年4月1日のFIT特例①の計画分から適用
となります。

 つまり、2020年3月30日にステータス１を提出する分から、運用が変更になります。
 実需給までのFIT特例①の計画提出に関するスケジュールを下記に示します。

３月30日（月） ３月31日（火）
4月1日
（水）

時間 12:00 16:00 2:00      6:00 10:00    12:00 0:00

小売電気
事業者

ステータス
1〆切

非変動電源 スポット ステータス
変更〆切 市場入札 ３〆切

※１ ※２

実需給

一般送配電
事業者

ステータス
２通知

ステータス
２再通知

※１ 需要計画を上回るFIT特例①の自然変動電源の発電計画については、スポット市場に0.01円/kWhで入札
※２ スポット市場の売れ残りを発電計画値から控除



32送配電等業務指針等の変更について

 本運用の変更を行うにあたり、送配電等業務指針第140条を変更しています。
変更後の送配電業務指針は、2019年12月11日に経済産業大臣から認可を受けてお
ります。
また、施行日は送配電等業務指針 認可版（未施行分（容量市場分ほか））の附則
（令和元年12月11日）第１条の第３項に従いまして、2020年4月1日です。
・送配電等業務指針 認可版（未施行分（容量市場分ほか））
https://www.occto.or.jp/article/files/shishin1912_2.pdf

 また、本運用の変更を行うにあたり、本機関ホームページに記載しております、以下の資料
等の内容が一部変更になります。2020年4月の運用開始に向けて、2020年1月末まで
に変更いたします。

・発電計画等受領業務ビジネスプロトコル標準規格（計画値同時同量編）記載要領
https://www.occto.or.jp/occtosystem/keikaku/keikakuteishutsu.html

・各種計画の作成・提出に関するFAQ
https://www.occto.or.jp/occtosystem/FAQ/files/FAQ_191010.pdf

・特によくあるお問い合わせ（FIT特例1）
https://www.occto.or.jp/occtosystem/FAQ/qa_fit.html#q1

https://www.occto.or.jp/article/files/shishin1912_2.pdf
https://www.occto.or.jp/occtosystem/keikaku/keikakuteishutsu.html
https://www.occto.or.jp/occtosystem/FAQ/files/FAQ_191010.pdf
https://www.occto.or.jp/occtosystem/FAQ/qa_fit.html#q1
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 今回の説明会資料は、本機関ホームページに掲載するとともに、今後、修正・変更があり
ましたら、適宜更新いたします。今後の問合せ等は以下までお願いいたします。

（問合せ窓口）

（１）FIT特例①の発電販売計画提出に関するお問い合わせ

電力広域的運営推進機関 計画受付問い合わせ窓口

メール：keikaku-uketsuke@occto.or.jp

（２）今般の制度見直しに関するお問い合わせ

第１部、第２部に関するお問い合わせ

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課 電力産業・市場室

電話：03-3501-1748

第３部に関するお問い合わせ

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課

電話：03-3501-1749

（３）FIT特例①の発電販売計画再提出時のお問い合わせ

エリアの一般送配電事業者に個別にお問合せ下さい

問い合わせ窓口

mailto:keikaku-uketsuke@occto.or.jp

